
神戸市の歴史的建造物調査 (2 ) 

建造物研究室

建造物研究室では平成二年度に神戸市の依頼により，市内北区 ・同区に現存する文化財米指

定建造物について悉特調子Eを尖施した。これを承けて三年度は，茅ti'民家およぴ.寺子J建築のう

ちの主裂な建造物について詳細nな制査を行う こととした。J共L休的には111

w宇F代の代表的なilifIIt (t民〈家8幻3私材練1(，寺社30件49棟)を選択し訓告:作成.1UJ京訓査，現状平而閑 ・

断ÏÌlÎ阿 ・ 梨椛同作成. 写真~lli;;'与を行った。 併せて会図的にも析な造存状況にある茅茸民家併の

保存 ・前用の施策を検討するための集落捌査をキ111戸芸術工科大学に依頼し，尖施した。

1.茅葺民家

建立年代 m立年代のlI(li尖なものは*本勲家(元禄11!I) ・*木純一家 (3i:J汗七) ・爪生栄之介
家(安永'ヒ)の三線しかない。IJIj二者は小!せだけが当初jで・あり，爪と1:=.家のみがほぼ当初jの姿を

とどめている。その他では元保十四年の祈彬札を持つ前中家が17世紀級末に入るかと想定され

るにすぎないが，前中家も後|止の改造が務しい。18世紀に人るものは10線を数えるが，これも

ノl、}j;:だけ古いものがあって 小院を残して判的1¥をすっかり]収り桜える方式が意外に深く恨付い

ていたことを示している。 ただ何ì~文ノl、h!・だ、けを残さねばならなかったのか易~ I : ij として残る。

平画 部!査地区は平人と芸人 (県-)']型)の混在地:;17であり，今回の司1';)査も平入が57羽1.'*，入が

26r~( となった。 両者ーの分布域は，帰}iJ! と県j:ltの国JJlで分かれ. 以 )'] 型は県j:ltll!ll にしか存主1: しなし、。

平入は二Il¥fl収が4練.iiIj }'i~敷三川]阪が 1 {~( (似し19世紀IJIIJUJ)あるものの，他は四主から六21

の定型的な平而である。一方妥入は①通常の県ナJ'型で， 総の !主~行きがー 11\1 あるもの， ②縁の奥

行きが'=1".11¥1からILY)~しかないもの. の二1iY'に分類する こ とができる。 このことは重袈文化財ーに

桁定されている県)']型民家においても l認められていると ころで，今回の調査対象ではヰ1・g!i-の 7

械 (I'illl町|人jの県灯型部l査数8材O.大沢の 3{~( (lfil 8 {~O . i，f;}，?:の]練 (I'il4株)が②に属する。

特にギr !J!Y'IIIrに②のm型の山める比率が大きいこと ， ②の矧型の小屋創lは純米のみの小l以t~:l lが多

いという点が住目される。①の類型で株京のみの小!i{翁lはiN，:下家のみで，大半は叉首Mlである。

このことは①の知型の殆どが19世紀の新しいことにもよるが，をえ::iK七年の爪生家も父|可制lであ

ることからすると， ②の平而と束のみの小jせ剥lは衛艇な|品!係を持っていたと見てよし、。

主屋のクド ・流し 民家でJI~ も 改造の大 き いのは土 I I\Jjjl1分で，特にクドや流 しの廻りであるが，

近|止末ないしは近世末の形態を存続していた明治JUIの遺桃が少数見11'，せる。近世-末の例では流

し??而の墜には妖双窓を設け，水市1を流し下の??I前側に設け，縦fUi各三尺程度の木翁iの小さな

戸棚をti:に打ち付けている。明治に入ると流しの右端に上水iRIを設け，窓が|経子になり，流し

の上に棚を設けて雄市iiiはされているが流しそのものは似で作り 中央部を一段低くしてili:1止

と変りがなし 、。 なお刊区では主fii7T而iないし側而に fíJ }~ ;:で屯尿を設ける例が目立つ。

東組の類型 調査対象の1付，束剥lの小以剥lのものは27械で.これらの小民組の椛造は大きく，
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①オダチトリイ組系 :①一 lオダチトリイ組 ①-2オダチトリイメ川井用，②点立系 :②ー

I .J.!~のみ ②-2 来えI"IlJf:川 の |剖 jJ1~~1 に分けられる。 これらはあるなl床での構造的発展の段|併

を示すと考えられる。ただどの別式をとるかは千Iffiとの関連もあり.またその構造的解釈も小

屋術造だけでは説明は容易にはしがたく， 1むの喪主を勘案して理解する必要がある。

2.寺社

中世遺構 新1'!f寺本堂 ・:;1-T刊11竹本殿の二fJ!iの'1'111:遺|昨を見出した。liij者は本給的な茅.iJ三IlIJ

4;tで. )人j部は一室.背百liに後声を設け，梨燃は一切比せない簡素な土l'i物で，反りtfiiしのある明

らかに中|止と認められる部材が多く残り，棟木3れから主要部分が天正以前に遡る ことが純認で

きる。後者は立匠から凡てさほど古く遡るものではないが， 16世紀後JYJのill築と推定される。

中世仏堂形式の本堂と修正会 調子正した近世の仏':佐8仰の1);1，石楽寺 .t'1:i毎寺 ・近江寺の本官

は内部を内陣 ・礼堂に分けるrj111t仏全形式の、1-:1耐博成で，t'U毎寺が架械を一切見せない|人Jiii¥ '4:: 

問を造るのに対し，1也は梨i昨をよLせて中111:以米の伝統をヲ|いている。近江 ・性海両寺では背l伽-

lí~l に炉を切って， 能りの日I\J主としているのも興味が引かれる。 この li阿部尽に同寺:!I{修正会のJ必

の所作:の手順を書いた板札や鬼の持物が[斤かれて.修正会に使われてきたことが知られる。

有馬温泉と寺院 有馬温泉にはi141良神社のある議集山々i陀にj品泉寺 ・短梨王子・念仏寺が集中し.

i品以の信仰の中心として機能してきた。現在のi品泉寺本全は天I!fJ二年.傾Wi寺本堂は天明元年、

念仏寺本堂が正徳二年のill立で. 変化の激しいj品 ~jU也にあって . 近 111:の宗教施設がまとま って

伐っているのは稀有なことである。また中1":には宗教者ーがIUi泉を竹:.enしていたが.天正i)=:川の
iめ111(祈馬i毘泉)代打三人の|人lの一人のrH絡を継ぐ舟偏寺本吹も方丈形式の上質な逃備である。

農村舞台と能舞台 神十一1:吸いlに出村舞台や能舞台を設ける例が少なくない。I12村舞台は山田 -

i炎infに名3.f'~i. 押告1\谷に l 似.百l'7倣が現存し.近Iltにはもっと多かったら しい。能舞台を持

つや!ttl:は山田 ・憾谷に作!被.平!J!T'に2械が知られる。tZ村株台と能妹台の分布を見ると.111 

明石川城に能舞台が，美麗BIU或には農村舞台が多く.分布J或が大凡分かれる。手保年間成立の

明石記に記された能妹台はいずれも近位以前の郷 .:11:に|刻わるネ111社にあったとされている (f新

修神戸市史 歴史編山 J) 。 ただし北区は中 l止以米総~'との本拠地であったHi皮や県津に近いとこ

ろで，'1'世ぶから近世にかけて悩王流がi炎I"fのj色に似を';Jiっていたことが i:炎I"fの百前家に|υl

iえの{ぷ1:: 1.H~r政されていることから知られる。 こうしたことからすると北|互に能舛台が好iど比

られないことは市民に!dぜられる。近!日:になって秋川伎の流行と共に能T!r:Gが山村舞台に変化

していったとも想定されるが.この点についてはなお倹んlが必1iであろう。

神社意匠の特性 北区内区.のr111-t1:本殿では粁JR似J瓜1.Jとして;切合派手な!J:I圧を用いるものが多

い。 特に去蓋~(~尊神社本殿と八多干111社本殿では身??は二手先， IJlは出議iとして組物を絞符とす

るだけでなく .庇組物の背商側の手先に雲の彫刻を施した花肘木をi町き桁日ーにも繰形を付ける

手の込みようで， この地域のH殿の一つの代表絡に ~j~げられる。 六条八申肘11時J:本殿は大斗に繰

形を付けて絵様肘木を多川した特児な古:1医の-tl:敗としてii: 11される。 (山岸'JR人)
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